
  

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年10月31日 

【事業年度】 第59期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

【会社名】 株式会社コロナ 

【英訳名】 CORONA CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  内 田   力 

【本店の所在の場所】 新潟県三条市東新保７番７号 

【電話番号】 (0256)32-2111(代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理部・広報室担当兼経理部長 及 川 良 文 

【最寄りの連絡場所】 新潟県三条市東新保７番７号 

【電話番号】 (0256)32-2111(代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理部・広報室担当兼経理部長 及 川 良 文 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

    



１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月28日に提出いたしました第59期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)有価証券報告書の記

載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第４ 提出会社の状況 

  ６ コーポレート・ガバナンスの状況 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

第一部 【企業情報】 

 第４ 【提出会社の状況】 

  ６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  

(訂正前) 

(1) ＜省略＞ 

  

(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

①会社の機関の内容 

 当社は、取締役会・監査役会制度を採用しておりますが、平成15年５月より業務執行の迅速化を目的に執行役員制

度を導入しており、現行経営体制は提出日現在で、取締役９名、執行役員19名（うち取締役兼務者７名）、監査役４

名（うち社外監査役２名）であります。社外監査役２名は、税理士、公認会計士と各分野のスペシャリストに就任い

ただき、当期に改定した監査役会規則および監査役監査基準に準拠した監査を行うとともに、内部統制の確立に資す

るものとしております。今後とも、経営の監督機能と業務執行機能が各々有効に機能するよう組織と体制・仕組みを

整備し、さらに変革を進めてまいります。なお、当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。 

  

②～⑤ ＜省略＞ 

  

⑥内部監査および監査役監査の組織 

当社は、社長直属部門として監査室を設置し、随時必要な内部監査を実施しております。 

・監査室の人員構成は、部長１名、監査担当者４名（課長１名含む）、スタッフ２名、計７名を配置しており、

スタッフ２名は、監査役会の事務局を兼務しております。 

・監査業務は、社長より指示および承認を受けた半期ごとの「監査計画表」に基づいて行い、「監査調書」によ

って社長に報告し、取締役に回示されます。 

・監査室が監査役会の事務局を兼務し、定期的に連絡会を開催することにより情報交換を行っております。ま

た、内部監査には適宜監査役が同行し、被監査部門への監査報告会に出席して意見を述べるなどの連携を図っ

ております。 

・会計監査人の監査報告会には、常勤監査役および監査室が出席して直接報告を受けるとともに、意見を述べる

などの連携を図っております。 

・社外監査役２名は、会社法第４２３条第１項の損害賠償請求を限定する契約を終結しており、当該契約に基づ

く損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。 



  

⑦～⑨ ＜省略＞ 

  

(訂正後) 

(1) ＜省略＞ 

  

(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

①会社の機関の内容 

当社は、取締役会・監査役会制度を採用しておりますが、平成15年５月より業務執行の迅速化を目的に執行役員制

度を導入しており、現行経営体制は提出日現在で、取締役９名、執行役員19名（うち取締役兼務者７名）、監査役４

名（うち社外監査役２名）であります。社外監査役２名は、税理士、公認会計士と各分野のスペシャリストに就任い

ただき、当期に改定した監査役会規則および監査役監査基準に準拠した監査を行うとともに、内部統制の確立に資す

るものとしております。今後とも、経営の監督機能と業務執行機能が各々有効に機能するよう組織と体制・仕組みを

整備し、さらに変革を進めてまいります。 

  

②～⑤ ＜省略＞ 

  

⑥内部監査および監査役監査の組織 

当社は、社長直属部門として監査室を設置し、随時必要な内部監査を実施しております。 

・監査室の人員構成は、部長１名、監査担当者４名（課長１名含む）、スタッフ２名、計７名を配置しており、

スタッフ２名は、監査役会の事務局を兼務しております。 

・監査業務は、社長より指示および承認を受けた半期ごとの「監査計画表」に基づいて行い、「監査調書」によ

って社長に報告し、取締役に回示されます。 

・監査室が監査役会の事務局を兼務し、定期的に連絡会を開催することにより情報交換を行っております。ま

た、内部監査には適宜監査役が同行し、被監査部門への監査報告会に出席して意見を述べるなどの連携を図っ

ております。 

・会計監査人の監査報告会には、常勤監査役および監査室が出席して直接報告を受けるとともに、意見を述べる

などの連携を図っております。 

  

⑦～⑨ ＜省略＞ 

  

(3)社外監査役および会計監査人との責任限定契約 

当社と各社外監査役・会計監査人は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該

契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。 

(4)取締役の定数 

  当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。 

  

(5)取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらな

いものとする旨定款に定めております。 

  

(6)株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項 

①自己の株式の取得 



当社は、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第２項の規定により、取締

役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。 

②中間配当 

当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって毎年９月30日の最終の株主名簿に記載

または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 

③取締役の責任免除 

当社は、取締役が職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１

項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度におい

て、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。 

④監査役の責任免除 

当社は、監査役が職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１

項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度におい

て、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。 

  

(7)株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めて

おります。 

  

  

以  上
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